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（平成23年11月30日掲示済） 

 天理市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成23年11月30日 

                                   天理市長 南  佳 策  

天理市条例第21号 

   天理市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正) 

第１条 天理市一般職の職員の給与に関する条例（昭和44年３月天理市条例第４号）の一部を次のように

改正する。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。 

条  例 
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  別表第３イ及びウを次のように改める。 
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 （天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正) 
第２条 天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成18年３月天理市条例第５

号）の一部を次のように改正する。 
附則第７項第１号中「1 0 0分の99.59」を「1 0 0分の99.1」に改め、同項第２号中「1 0 0分の

99.83」を「1 0 0分の99.34」に改める。 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、平成23年12月１日から施行する。 
 （平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置） 
２ 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第１条の規定による改正後の天理市一般職の職員の給与に

関する条例第20条第２項（同条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む｡)及び第４項から第
６項まで、第24条第１項から第３項まで若しくは第６項、附則第９項又は外国の地方公共団体の機関等
に派遣される職員の処遇等に関する条例（平成９年３月天理市条例第３号）第４条第１項の規定にかか
わらず、これらの規定により算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という｡)から次
に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」という｡)に相当する額を減じた額とする。この場
合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない｡ 

 (１) 平成23年４月１日（同月２日から同年12月１日までの間に職員以外のもの又は職員であって適用
される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲
げるものであるもの（附則第９項の規定の適用を受けず、かつ、天理市一般職の職員の給与に関する
条例の一部を改正する条例（平成18年３月天理市条例第５号）附則第７項の規定の適用を受けない職
員に限る｡)若しくは医療職給料表(１)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員（以下この項
において「減額改定対象職員」という｡)となった者（同年４月１日に減額改定対象職員であった者で
任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く｡)にあっては、その減額改定対象職員となった日（当
該日が２以上あるときは、当該日のうち市長が定める日））において減額改定対象職員が受けるべき
給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び天理市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置条例
（昭和55年３月天理市条例第１号）第３条第１項に規定する教職調整額の月額の合計額に1 0 0分の
0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日（以下「施行日」という｡)の属する月の前月ま
での月数（同年４月１日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給さ
れなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員に
あっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数）を乗じて得た額 

給料表 職務の級 号給 

行政職給料表 １級 １号給から93号給まで 
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２級 １号給から76号給まで 

３級 １号給から60号給まで 

４級 １号給から44号給まで 

５級 １号給から36号給まで 

６級 １号給から28号給まで 
 

７級 １号給から16号給まで 

 ８級 １号給から４号給まで 

１級 １号給から1 0 4号給まで 

２級 １号給から96号給まで 教育職給料表 

３級 １号給から52号給まで 

１級 １号給から85号給まで 

２級 １号給から84号給まで 

３級 １号給から68号給まで 

４級 １号給から56号給まで 

医療職給料表（２） 

５級 １号給から40号給まで 

１級 １号給から1 0 8号給まで 

２級 １号給から92号給まで 

３級 １号給から68号給まで 

４級 １号給から56号給まで 

５級 １号給から40号給まで 

医療職給料表（３） 

６級 １号給から20号給まで 

 (２) 平成23年６月１日において減額改定対象職員であった者（任用の事情を考慮して市長が定めるも
のを除く｡)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に1 0 0分の0.37を乗じて得た額 

 （その他） 

３ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。  

（平成23年11月30日掲示済） 
 平成18年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。 
  平成23年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市規則第18号 
   平成18年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部を改正する規則 
 平成18年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則（平成18年３月天理市規則
第４号）の一部を次のように改正する。 
 第４条第１項第１号から第３号まで、同項第４号ア及びイ並びに第５条第１項中「1 0 0分の99.59」を
「1 0 0分の99.1」に、「1 0 0分の99.83」を「1 0 0分の99.34」に改める。 
   附 則 
 この規則は、平成23年12月１日から施行する。 

 
（平成23年11月30日掲示済） 

 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則をここに公布する。 
  平成23年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市規則第19号 
   平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則 

規  則 
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 （減額改定対象職員となった者の改正条例附則第２項第１号の給料等の月額の算定の基準となる日の特
例） 
第１条 天理市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成23年11月天理市条例第21

号。以下「改正条例」という｡)附則第２項第１号の任用の事情を考慮して市長が定めるものは、平成
23年４月１日から同年12月１日（同月に支給する期末手当について改正条例第１条の規定による改正
後の天理市一般職の職員の給与に関する条例（昭和44年３月天理市条例第４号）第20条第１項後段又
は第24条第６項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。
以下「基準日」という｡)までの期間の全期間が職員（天理市一般職の職員の給与に関する条例（以下
「条例」という。）第23条に規定する職員を除く。以下同じ｡)として在職した期間又は人事交流等によ
り次に掲げる者として勤務した期間であるものとする。 
(１) 企業職員（天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年

12月天理市条例第35号）の適用を受ける職員をいう｡) 
(２) 特別職に属する職員 
(３) 国家公務員 
(４) 他の地方公共団体の職員 

２ 改正条例附則第２項第１号の市長が定める日は、平成23年４月２日（同日から基準日までの期間にお
いて新たに職員となった日（当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる
者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該
日を除く｡)がある場合は当該日（当該日が２以上あるときは、当該日のうち最も遅い日 ））から基準
日までの期間における減額改定対象職員（同項第１号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ｡)
となった日のうち最も早い日とする。 

 （在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第２項第１号の月数の算定） 
第２条 改正条例附則第２項第１号の市長が定める期間は、次に掲げる期間とする。 

(１) 職員として在職しなかった期間（基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であっ
て、平成23年４月１日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第１項
各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基
準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した
期間以外のものを含む｡) 

(２) 休職期間（地方公務員法（昭和25年法律第2 6 1号。以下「法」という｡)第28条第２項の規定によ
り休職にされていた期間（給料の全額を支給された期間を除く｡)をいう｡)、専従休職期間（法第55条
の２第１項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう｡)、大学院修学休業期間（教育公務員特
例法（昭和24年法律第１号）第26条第１項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう｡)、育児
休業期間（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第1 1 0号。以下「育児休業法」とい
う｡)第２条の規定により育児休業をしていた期間をいう｡)又は育児短時間勤務等期間（育児休業法第
10条第１項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間
をいう｡) 

(３) 停職期間（法第29条の規定により停職にされていた期間をいう｡) 
(４) 天理市職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月天理市条例第２号）第21条、天理市職員の

勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年３月天理市条例第３号）第15条第３項若しくは第16条第３
項若しくは家族の介護を行う天理市職員の休業に関する条例（平成13年３月天理市条例第17号）第10
条第１項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第１項の規定による許可を得て勤務しなか
ったことにより給与を減額された期間 

(５) 条例第12条の規定により給与を減額された期間 
(６) 減額改定対象職員以外の職員であった期間 

２ 改正条例附則第２項第１号の市長が定める月数は、平成23年４月から施行日の属する月の前月までの
各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。 
(１) 前項第１号、第２号、第４号又は第６号に掲げる期間のある月 
(２) 前項第３号又は第５号に掲げる期間のある月（前号に該当する月を除く｡)であって、その月につ

いて支給された給料の額が改正条例附則第２項第１号に規定する合計額に1 0 0分の0.37を乗じて得た
額（以下「附則第２項第１号基礎額」という｡)に満たないもの 

（改正条例附則第２項第２号に掲げる額を調整額に含めない職員） 
第３条 改正条例附則第２項第２号の任用の事情を考慮して市長が定めるものは、平成23年６月１日にお

いて減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者（当該期間の
全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第１条第１項各号に掲げる者として勤務した期
間である者を含む｡)以外の職員とする。 
（端数計算） 

第４条 附則第２項第１号基礎額又は改正条例附則第２項第２号に掲げる額に１円未満の端数を生じたと
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きは、これを切り捨てるものとする。 
（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し
必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、平成23年12月１日から施行する。 

（平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則の廃止） 
２ 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則（平成22年11月天理市規則第31号）

は、廃止する。 

                                  （平成23年11月７日掲示済） 
天理市告示第3 5 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年11月７日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月７日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月７日から平成23年１月５日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
６ 返還時に必要なもの 
 (１) 印鑑及び自転車等のかぎ並びに住所及び氏名を確認できるもの（運転免許証・学生証・保険証等） 
 (２) 移動・保管費用（１台につき） 
  ァ 移動費 2,000円 
  ィ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 
７ 連絡先 
  天理市自転車等保管施設 電話0743－62－7778 
  天理市総務部地域安全課 電話0743－63－1001 

 
                                  （平成23年11月７日掲示済） 
天理市告示第3 5 4号 
 天理市自転車等駐車場条例（平成13年９月天理市条例第31号）第13条第１項の規定により、有効期限を
過ぎて放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第２項の規定により告示する。 
  平成23年11月７日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 撤去理由 
  自転車等駐車場内に有効期限を過ぎて放置されていたため。 
２ 撤去日 
  平成23年10月31日 
３ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月７日から平成24年５月７日まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭 

告  示 
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  和23年法律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後５時まで 
４ 返還時に必要なもの 
 (１) 印鑑及び自転車等のかぎ並びに住所及び氏名を確認できるもの（運転免許証・学生証・保険証等） 
 (２) 延滞期間に応じた駐車料金 
５ 連絡先 
  天理市開発公社     電話0743－63－7210 
  天理市総務部地域安全課 電話0743－63－1001 

 
                                  （平成23年11月８日掲示済） 
天理市告示第3 5 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年11月８日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月８日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月８日から平成24年１月６日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月９日掲示済） 
天理市告示第3 5 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成23年11月９日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月９日 
３ 移動対象区域 
  天理市長柄町2086番地１先放置禁止区域外 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月９日から平成24年１月７日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月９日掲示済） 
天理市告示第3 5 7号 
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 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成23年11月９日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月９日 
３ 移動対象区域 
  天理市嘉幡町2 2 0番地１先放置禁止区域外 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月９日から平成24年１月７日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月10日掲示済） 
天理市告示第3 5 8号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年11月10日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月10日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月10日から平成24年１月８日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月11日掲示済） 
天理市告示第3 5 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年11月11日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月11日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
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５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月11日から平成24年１月９日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 

（平成23年11月14日掲示済） 

天理市告示第3 6 0号 
 地方公営企業法第40条の２第１項の規定により、平成23年４月１日から平成23年９月30日までにおける
本市病院事業、水道事業及び下水道事業の業務状況を次のとおり公表する。 
 平成23年11月14日 
                                   天理市長 南  佳 策  
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                                  （平成23年11月14日掲示済） 
天理市告示第3 6 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年11月14日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月14日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月14日から平成24年１月12日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月14日掲示済） 
天理市告示第3 6 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成23年11月14日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月14日 
３ 移動対象区域 
  天理市嘉幡町5 4 1番地３先放置禁止区域外 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月14日から平成24年１月12日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月15日掲示済） 
天理市告示第3 6 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年11月15日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月15日 
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３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月15日から平成24年１月13日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月16日掲示済） 
天理市告示第3 6 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年11月16日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月16日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月16日から平成24年１月14日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月17日掲示済） 
天理市告示第3 6 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年11月17日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月17日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月17日から平成24年１月15日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月18日掲示済） 
天理市告示第3 6 6号 
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 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年11月18日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月18日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月18日から平成24年１月16日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月21日掲示済） 
天理市告示第3 6 7号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年11月21日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月21日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月21日から平成24年１月19日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月22日掲示済） 
天理市告示第3 6 8号 
 平成23年第２回天理市議会臨時会を、次のとおり招集する。 
  平成23年11月22日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
１ 期  日  平成23年11月30日 
２ 場  所  天理市役所議事場 
３ 付議事件 

○ 天理市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 
 

                                  （平成23年11月22日掲示済） 
天理市告示第3 6 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
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の規定により告示する。 
  平成23年11月22日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月22日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月22日から平成24年１月20日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月24日掲示済） 
天理市告示第3 7 0号 

  公示送達について 
 下記の書類を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため送達することができな
いので、地方税法（昭和25年法律第2 2 6号）第20条の２及び天理市税賦課徴収条例（昭和29年７月天理市
条例第30号）第18条の規定により、次のとおり公示送達する。 
 なお、この公示送達に係る関係書類は、本市収税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ
ればいつでも交付する。 
  平成23年11月24日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名  略 
（注意）地方税法第20条の２の規定により、公示送達した日から起算して７日を経過したときに書類の送
達があったものとみなす。 

 
                                  （平成23年11月24日掲示済） 
天理市告示第3 7 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年11月24日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月24日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月24日から平成24年１月22日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月24日掲示済） 
天理市告示第3 7 2号 
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 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成23年11月24日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月24日 
３ 移動対象区域 
  天理市遠田町5 8 4番地20先放置禁止区域外 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月24日から平成24年１月22日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月25日掲示済） 
天理市告示第3 7 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年11月25日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月25日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月25日から平成24年１月23日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月28日掲示済） 
天理市告示第3 7 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年11月28日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月28日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
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５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月28日から平成24年１月26日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月29日掲示済） 
天理市告示第3 7 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年11月29日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月29日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年11月29日から平成24年１月27日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年11月30日掲示済） 
天理市告示第3 7 6号 
 国土調査法（昭和26年法律第1 8 0号）による地籍調査を実施するので、同法第７条の規定により次のと
おり告示する。 
  平成23年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 国土調査として事業計画が公示された年月日 平成23年11月25日 
２ 調査を実施する者の名称 天理市 
３ 調査地域 天理市遠田町の一部の地域 
４ 調査期間 平成23年11月25日から平成24年３月30日まで 

 
                                  （平成23年11月30日掲示済） 
天理市告示第3 7 7号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年11月30日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
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    平成23年11月30日から平成24年１月28日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年12月１日掲示済） 
天理市告示第3 7 8号 
 平成23年第４回天理市議会定例会を、次のとおり招集する。 
  平成23年12月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
１ 期  日  平成23年12月８日 
２ 場  所  天理市役所議事場 

                                  （平成23年12月１日掲示済） 
天理市告示第3 7 9号 

  公示送達について 
 下記の書類を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため送達することができな
いので、介護保険法（平成９年法律第1 2 3号）第1 4 3条の規定により、次のとおり公示送達をする。 
 なお、この公示送達に係る関係書類は、本市介護福祉課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出
があればいつでも交付する。 
  平成23年12月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名  略 
（注意）介護保険法第1 4 3条の規定により、公示送達した日から起算して７日を経過したときは、書類の
送達があったものとみなす。 

 
                                  （平成23年12月１日掲示済） 
天理市告示第3 8 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年12月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年12月１日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年12月１日から平成24年１月29日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年12月１日掲示済） 
天理市告示第3 8 1号 
 屋外広告物法(昭和24年法律第1 8 9号）第８条の規定により、下記のとおり違反広告物を保管したので告示する。 
  平成23年12月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  
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整理

番号 
名称 種類 

数

量
設置場所 除却日 保管開始日

保管

場所

のぼり １ 小田中町 H23.９.６ H23.９.６ 

６ 石上町 H23.９.14 H23.９.14 １ 
不動産 

（大好評分譲中） はり札 
８ 石上町 H23.９.15 H23.９.15 

１ 東井戸堂町 H23.９.６ H23.９.６ 
ラック 

１ 二階堂上ノ庄町 H23.11.17 H23.11.17 

９
三島町、別所町、 

櫟本町、森本町 
H23.９.15 H23.９.15 

５
三昧田町、佐保庄町、 

成願寺町 
H23.９.16 H23.９.16 

２ 三貴ホームサービス 

はり札 

25

森本町、楢町、櫟本町、 

石上町、三島町、 

川原城町、成願寺町 

H23.11.17 H23.11.17 

３ 
不動産 

（080-2451-0406） 
はり札 ３ 荒蒔町 

４ 
不動産 

（090-5155-5588） 
立看板 １ 二階堂上ノ庄町 

H23.９.８ H23.９.８ 

４ 森本町、櫟本町 H23.９.15 H23.９.15 

１ 守目堂町 H23.９.16 H23.９.16 ５ メモリーホーム はり札 

６ 杉本町 H23.11.17 H23.11.17 

２ 川原城町、櫟本町 H23.９.15 H23.９.15 

２ 川原城町 H23.９.16 H23.９.16 ６ アパマンショップ はり札 

１ 別所町 H23.11.17 H23.11.17 

11
三島町、別所町、 

櫟本町、森本町 
H23.９.15 H23.９.15 

６

川原城町、三昧田町、 

成願寺町、佐保庄町、 

柳本町 

H23.９.16 H23.９.16 
７ 賃貸のマサキ はり札 

１ 柳本町 H23.11.17 H23.11.17 

８ 金融（保証人） はり札 １ 櫟本町 

９ 大東建託 はり札 １ 別所町 
H23.９.15 H23.９.15 

２ 櫟本町 H23.９.15 H23.９.15 
10 サンヨーホーム はり札 

２ 川原城町、柳本町 

11 天理袋物 はり札 １ 川原城町 

12 ゑびす はり札 １ 川原城町 

H23.９.16 H23.９.16 

13 ホームソリューション はり札 １ 田井庄町 

14 オープンハウス はり札 １ 指柳町 

15 
不動産 

（090-1962-5566） 
立看板 ３ 櫟本町、石上町 

16 お食事処「良」 立看板 １ 富堂町 

17 工事看板 立看板 １ 富堂町 

18 近畿中央ビルド のぼり ２ 櫟本町 

19 クロネコヤマト のぼり ８ 櫟本町 

H23.11.17 H23.11.17

市役所

地下 

駐車場

 

 連絡先：天理市建設部まちづくり計画課（0743-63-1001：内線3 3 0） 

 
                                  （平成23年12月２日掲示済） 
天理市告示第3 8 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年12月２日 
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                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年12月２日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年12月２日から平成24年１月30日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成23年12月２日掲示済） 
天理市告示第3 8 3号 
 天理市自転車等駐車場条例（平成13年９月天理市条例第31号）第13条第１項の規定により、有効期限を
過ぎて放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条第２項の規定により告示する。 
  平成23年12月２日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 撤去理由 

自転車等駐車場内に有効期限を過ぎて放置されていたため。 
２ 撤去日 

平成23年11月20日 
３ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年12月２日から平成24年６月１日まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭 
  和23年法律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く。） 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後５時まで 
４ 返還時に必要なもの 
 (１) 印鑑及び自転車等のかぎ並びに住所及び氏名を確認できるもの(運転免許証・学生証・保険証等) 
 (２) 延滞期間に応じた駐車料金 
５ 連絡先 
    天理市開発公社 電話 0743－63－7210 
    天理市総務部地域安全課 電話 0743－63－1001 

 
                                  （平成23年12月５日掲示済） 
天理市告示第3 8 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成23年12月５日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成23年12月５日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成23年12月５日から平成24年２月２日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
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 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

公  告 
                                  （平成23年11月８日掲示済） 
天理市公告第51号 
   国土調査による地図及び簿冊の作成公告 
 天理市川原城町地域内の土地について、国土調査法（昭和26年法律第1 8 0号）による地籍調査を行っ
て地図及び簿冊を作成したから、同法第17条第１項の規定により公告する。 
 なお、当該地図及び簿冊は、下記のとおり一般の閲覧に供する。 
  平成23年11月８日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
１ 地図及び簿冊の名称 天理市川原城町地籍図及び天理市川原城町地籍簿 
２ 地図は、平成22年３月測量、簿冊は、平成23年３月25日現在の状況により作成したものである。 
３ 閲覧期間 平成23年11月８日から平成23年11月28日まで 21日間 
        ※上記期間の内 土曜日・日曜日・祝祭日は除く。ただし、11月12日（土）13日（日） 

は閲覧を行う。 
４ 閲覧場所 天理市役所 ３階 監理課地籍調査推進室 
５ 閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、上記の閲覧期間内に、当該調査を行ったものに対し、訂

正の申出をすることができる。 
６ 誤り等の訂正等の申出は、書面によることとなっているので、各自印鑑を持参すること。 
７ 誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 
８ 閲覧は、期間中毎日午前９時から午後４時までの間とする。 

 
                                  （平成23年11月10日掲示済） 
天理市公告第52号 
 土地収用法（昭和26年法律第2 1 9号。以下「法」という。）第24条第１項の規定により、国土交通大臣
から事業認定申請書及びその添付書類の写しの送付を受けたので、同条第２項の規定により、これを公衆
の縦覧に供するため次のとおり公告する。 
 なお、事業の認定について利害関係を有する者は、この公告に基づく縦覧期間内に限り、法第23条の規
定により、国土交通大臣に土地収用法施行規則（昭和26年建設省令第33号）第４条の規定に従って公聴会
開催請求書を提出することができ、また、法第25条の規定により、奈良県知事に意見書を提出することが
できる。 

  平成23年11月10日 

                                奈良県天理市長 南  佳 策  

１ 起業者の名称 国土交通大臣及び西日本高速道路株式会社 

２ 事業の種類  

 (１) 国土交通大臣起業に係る事業 

  一般国道24号改築工事（京奈和自動車道「大和・御所道路（大和区間）」・奈良県大和郡山市伊豆七条 

  町地内から同県天理市南六条町地内まで） 

 (２) 西日本高速道路株式会社起業に係る事業 

  高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線改築工事（大和郡山ジャンクション（仮称）新設工事） 

３ 起業地  

 (１) 国土交通大臣起業に係る事業 

  イ 収用の部分 

    奈良
な ら

県
けん

天理
てんり

市
いち

南 六 条
みなみろくじょう

町
まち

元
もと

柳生方
やぎゅうがた

地内
ちない

 

  ロ 使用の部分 

    なし 

 (２) 西日本高速道路株式会社起業に係る事業 

  イ 収用の部分 

    奈良
な ら

県
けん

天理
てんり

市
いち

南 六 条
みなみろくじょう

町
まち

元
もと

柳生方
やぎゅうがた

地内
ちない
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  ロ 使用の部分 

    奈良
な ら

県
けん

天理
てんり

市
いち

南 六 条
みなみろくじょう

町
まち

元
もと

柳生方
やぎゅうがた

地内
ちない

 

４ 縦覧場所 奈良県天理市川原城町6 0 5 天理市役所 建設部土木課 

５ 縦覧期間 公告の日から平成23年11月24日まで 

 
                                  （平成23年11月18日掲示済） 

天理市公告第53号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定により、農用地利用集積計画を定

めたので、同法第19条の規定により公告する。 

  平成23年11月18日 

              天理市長 南  佳 策  

 なお、その関係書類を天理市環境経済部農林課に備え置いて縦覧に供する。 
 

                                  （平成23年11月22日掲示済） 
天理市公告第54号 
 土地区画整理法（昭和29年法律第1 1 9号）第58条第１項による大和都市計画事業山の辺第一工区Ａ工区
土地区画整理審議会の委員の選挙期日を平成24年２月26日と定めたので、土地区画整理法施行令（昭和30
年政令第47号）第19条の規定により公告する。 
 なお、この選挙について同令第20条の規定により作成する選挙人名簿を、下記のとおり公衆の縦覧に供
する。 
  平成23年11月22日 

              天理市長 南  佳 策  
記 

 １ 縦覧期間 平成24年１月４日から平成24年１月17日まで 
 ２ 縦覧時間 午前８時30分から午後５時00分まで 
 ３ 縦覧場所 天理市川原城町6 0 5番地 天理市役所内 建設部まちづくり事業課 区画整理推進室 

教育委員会 
（平成23年11月29日掲示済） 

天教告示第16号 
平成23年12月６日午後１時30分から12月定例教育委員会を天理市役所に招集する。 
 平成23年11月29日 

          天理市教育委員会     
           委員長 中 嶋  孝  

農業委員会 
（平成23年11月25日掲示済） 

天農委告示第13号 
 平成23年12月５日午後２時から、下記事項を付議するため天理市農業委員会を天理市役所に招集する。 
  平成23年11月25日 
                                   天理市農業委員会 
                                    会長 森 田 周 作 
議案第１号 農地法３条に関する許可申請について 
議案第２号 農地法４条に関する許可申請について 
議案第３号 その他 
      ① 市街化区域の専決処分について（報告） 

選挙管理委員会 
（平成23年11月９日掲示済） 

天選告示第57号 

 公職選挙法（昭和25年法律第1 0 0号）第23条第１項及び第30条の７第１項の規定により、平成23年12月

３日から同月７日までの間、縦覧に供する選挙人名簿に登録した者の氏名及び住所等を記載した書面並び

に在外選挙人名簿に登録した者の氏名及び経由領事官の名称等を記載した書面の縦覧場所は、次のとおり
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である。 

  平成23年11月９日 

                                  天理市選挙管理委員会 
                                   委員長 堀 内 靖 介 

 縦覧場所 

天理市川原城町6 0 5番地  天理市役所内  天理市選挙管理委員会事務局 

 

（平成23年12月２日掲示済） 

天選告示第58号 

 平成23年12月２日現在における地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項並び

に市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第４条第１項及び第５条第１項に規定する

選挙権を有する者の総数の50分の１の数並びに同法第４条第11項及び第５条第15項に規定する選挙権を有

する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第76条第１項第80条第１項、第81条第１項及び第86条第１

項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第1 6 2号）第８条第１項に規定する選

挙権を有する者の総数の３分の１の数は、次のとおりである。 

  平成23年12月２日 

                                  天理市選挙管理委員会 
                                   委員長 堀 内 靖 介 

 50分の１の数   1,067人 

 ６分の１の数   8,892人  

 ３分の１の数   17,783人 

公 営 企 業 
（平成23年11月８日掲示済） 

天理市上下水道局公告第６号 
総合評価落札方式一般競争入札について 

 建設コンサルタント業務の委託契約について、次のとおり総合評価落札方式一般競争入札に付すので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定により公告する。 
  平成23年11月８日 
                                 天理市上下水道事業管理者   
                                        中 谷  博  
第１ 競争入札に付する事項 
 (１) 委託業務名  下水道(管路施設)長寿命化対策基本構想及び長寿命化計画策定業務委託  
 (２) 委 託 場 所  天理市公共下水道計画区域内 
 (３) 委 託 概 要 

   （設計業務) 
下水道(管路施設)長寿命化対策基本構想策定  Ａ＝1,400ha 

      下水道(管路施設)長寿命化計画策定  Ａ＝80ha 
      （調査業務) 

管路調査工(ＴＶカメラ調査)  φ8 0 0mm未満  Ｌ＝2,300ｍ 
φ8 0 0mm以上  Ｌ＝7 0 0ｍ 

 (４) 履 行 期 限  平成24年３月30日まで 
 (５) 予 定 価 格  21,655,200円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。） 
 (６) 入札保証金  免除 
 (７) 契約保証金  免除 
 (８) 落札者の決定 総合評価落札方式による 
 (９) そ の 他  低入札価格調査基準価格を設定し、別に定める履行確実性の審査及び評価を行う

ものとする。 
第２ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 
 次の条件をすべて満たしていること。 
 (１) 天理市上下水道局（以下「局」という。）に入札参加資格審査申請書（測量及び建設コンサルタ

ント等委託業務）を提出している者のうち、建設コンサルタント業務（下水道部門）の登録がある者
であること。 

 (２) 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 
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 (３) 本競争入札参加資格確認時点及び本件の開札日までの間において、局より競争入札参加資格者指
名停止基準に基づく指名停止（以下「指名停止」という）を受けていない者であること。 

 (４) 会社更生法（平成14年法律第1 5 4号）第17条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立
て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧更生事件」と
いう。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和27年法律第1 7 2号。以下「旧法」といいます。）
第30条に規定する更生手続開始の申立てを含む。）をしていない者又は申立てをなされていない者で
あること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始
の決定を含む。）を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされ
なかった者とみなす。 

 (５) 平成12年３月31日以前に民事再生法（平成11年法律第2 2 5号）附則第２条の規定による廃止前の
和議法（大正11年法律第72号）第12条第１項の規定による和議開始の申立てをしていない者であるこ
と。 

 (６) 平成12年４月１日以降に民事再生法第21条に規定する再生手続開始の申立てをしていない者又は
申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっ
ても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立
てをなされなかったものとみなす。 

 (７) 公告日現在において、近畿圏(大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県、
三重県）内の本店、支店又は営業所において、技術士（総合技術監理部門「上下水道－下水道」又は
上下水道部門「下水道」）の資格を有する技術者を１名以上配置していること。 

 (８) 過去５箇年（平成18年４月１日から公告日まで。以下同じ。）に受注した（履行期間中の業務を
含む。）下水道管路施設又は下水道法に基づく終末処理場に係る「長寿命化対策基本構想策定」と同
種の業務〔注１〕（以下「同種業務(１)」という。）及び過去５箇年に履行完了した下水道管路施設に
係る「長寿命化計画策定」と同種の業務〔注２〕（以下「同種業務(２)」という。）の元請実績を各１
件以上有すること。 

  （１件の業務に同種業務(１)と(２)の内容を含む場合は履行完了したもののみ可） 
 〔注１〕「長寿命化対策基本構想策定」と同種の業務とは、下水道管路施設又は下水道法に基づく終末

処理場の「再構築基本計画策定」「施設管理計画基本構想策定」「（改築・更新に係る)維持管理基本計
画策定」等、ストックマネジメントやアセットマネジメント構築手法を用いて、劣化予測、必要事業
量の把握及び投資計画や点検・調査計画の策定など、施設管理における経営的な視点に立った中長期
に亘る計画の策定に関する業務をいう。 

 〔注２〕「長寿命化計画策定」と同種の業務とは、「下水道長寿命化支援制度に関する手引き(案)」（国
土交通省）等に基づく下水道管路施設の長寿命化計画策定を目的とする業務をいう。 

 (９) 次の要件をすべて満たす技術者を配置できること。 
  ① 管理技術者は、技術士（総合技術監理部門「上下水道－下水道」又は上下水道部門「下水道」）

の資格を有し、過去５箇年に同種業務(１)又は同種業務(２)に、管理技術者又は担当技術者として
従事し、履行完了した実績を有する者 

  ② 担当技術者（２名まで）は、技術士（総合技術監理部門「上下水道－下水道」又は上下水道部門
「下水道」）又はＲＣＣＭ（下水道部門）の資格を有する者(２名を配置する場合は、１名が有資格
であれば可。) 

  ③ 照査技術者は、技術士（総合技術監理部門「上下水道－下水道」又は上下水道部門「下水道」）
又はＲＣＣＭ（下水道部門）の資格を有する者で、過去５箇年に管理技術者又は担当技術者又は照
査技術者として、下水道計画又は下水道設計業務に従事し、履行完了した実績を有する者 

  ④ 各技術者の兼務は不可とする。また、配置される技術者は、直接的な雇用関係（代表者可）にあ
る者とし、入札の申請があった日以前に３ヶ月以上の雇用関係（代表者可)にあること。 

第３ 入札手続き等 
 (１) 入札説明書の交付期間及び交付方法 
  ① 交付期間  平成23年11月８日（火）から平成23年11月18日（金） 
  ② 交付方法  天理市上下水道局のホームページからダウンロードして下さい。 
          （http://www4.kcn.ne.jp/~tnrsoumu/） 
 (２) 競争入札参加資格の確認 
    この業務の入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書等を次のとおり局に提出 

し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければなりません。 
  ① 提出期間  平成23年11月８日(火)から平成23年11月18日(金)まで 

（土曜日及び日曜日を除く。） 
午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

  ② 提出場所  天理市川原城町600番地10 天理市上下水道局 経営課 企画係 
  ③ 提出部数  各１部 
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  ④ 提出方法  持参に限ります。 
 (３) 設計図書等の貸与 
    競争入札参加資格確認申請書等の受付時に設計図書等を貸与します。 
  ① 日  時 (２)の①に同じ。 
  ② 場  所 (２)の②に同じ。 
  ③ その他  貸与を受けた設計図書等は12月８日（木）までに郵送又は持参により返却するもの 
         とする。 
 (４) 設計図書等に対する質疑の受付及び回答 

     入札に参加しようとする者は、設計図書等について質疑がある場合は、指定の様式に必要事項
を記入し、受付期限までに提出するものとする。 
（質疑がない場合は、提出する必要はありません。） 

  ① 受付期限 平成23年11月21日（月）正午まで 
  ② 提出方法 ＦＡＸにより提出するものとする。 

  （送付後、下記担当課まで送付確認の電話連絡をお願いします。） 
  ③ 送 付 先  天理市上下水道局 経営課 企画係 行 

         ＦＡＸ 0743-63-7159 電話 0743-63-1001 内線8 1 1 
  ④ 質疑に対する回答  質疑がある場合のみ、全社に同じ回答をＦＡＸで送付します。 
              回答日 平成23年11月22日（火） 午後５時まで 
 (５) 技術提案書の提出 

① 提出期間 平成23年11月24日(木)から平成23年11月25日(金)まで 
午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）尚、期限を過ぎて提
出されたものは無効とするものとする。 

  ② 提出場所 天理市川原城町600番地1 0 天理市上下水道局 経営課 企画係 
  ③ 提出部数 各１部（ただし､様式３、様式４－１、様式４－２は別に５部提出すること。コピー

可） 
  ④ 提出方法 持参に限ります。 
 (６) 競争入札参加資格の有無の確認結果及び技術提案書の提出者に対する適否の通知 
    競争入札参加資格の有無の確認結果及び技術提案書の適否の審査結果については、平成23年12

月１日（木）にＦＡＸにより通知します。 
 (７) 入札書の提出 
  ① 到着期限 平成23年12月８日（木）まで 
  ② 提出方法 一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかによるものとし、指定の郵便入札送付票を

貼付し、到着期限までに郵便事業株式会社天理支店留で送付するものとする。 
 (８) 開札の日時及び場所 
  ① 開札日時 平成23年12月９日（金） 午前10時00分 
  ② 開札場所 天理市川原城町600番地1 0 天理市上下水道局 １階会議室 
 (９) 入札金額の記載方法 
    入札は総計金額で行います。入札書に記載された金額に当該金額の５％に相当する額を加算した

金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格
としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問
わず､見積もった契約金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札書に記載して下さい。また、入札者
は、その提出した入札書を引き換え、変更又は取り消すことはできません。 

 (10) 入札執行回数 入札執行回数は１回とする。 
 (11) その他 

開札の傍聴を希望される場合は、期限までに指定の開札傍聴申込書を提出して下さい。 
申込書提出期限 平成23年12月８日（木）午後５時まで 

第４ 総合評価に関する事項 
 (１) 落札者の決定方法 
    入札価格が予定価格の範囲内であり、かつ、技術提案書の内容が適正である者のうち、次項(２)

の総合評価の方法により得られた評価値の最も高い者を落札者とします。評価値の最も高い者が２者
以上あるときは、地方自治法施行令第1 6 7条の９の規定によるくじ引きにより決定した者を落札者と
します。ただし、落札者の決定については、地方自治法施行令第1 6 7条の10の２第４項の規定により、
一時保留し、学識経験者の意見聴取及び天理市上下水道局総合評価審査委員会及び天理市上下水道局
業者選定等審査会の議を経て、落札者を決定します。また、入札価格が予定価格を超える場合は失格
となります。 

 (２) 総合評価の方法 
 ア 価格と価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の同項イ及びウによって得られた価格評価
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点と技術評価点の合計値である評価値をもって行うこととし、算出方法は以下のとおりとします。 
   評価値の算出方法 評価値＝価格評価点＋技術評価点 
 イ 価格評価点の算出方法 入札価格に対する価格評価点は最高30点とします。 

価格評価点＝30点×（１－入札価格／予定価格※） 
※消費税及び地方消費税を除いた価格 

ウ 技術評価点の算出方法 技術評価点は最高60点とします。 
技術評価点＝60点×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合計） 

  エ 技術提案評価の履行の確保 
    本業務の受注者は、契約後に技術提案書の内容を満たす業務計画書を提出し、必ず履行しなけれ

ばなりません。 
 (３) 技術評価点を算出するための評価基準 
    技術提案等の評価項目、評価の着目点並びに配点は別表のとおりです。 
 (４) 入札の無効 
    第２に定める競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札、虚偽の申請を行った者

の入札及び入札条件に違反した入札は、無効とします。 
 (５) 契約の不締結 
    落札決定後、契約締結までの間に、落札者が指名停止を受けた場合は、契約を締結しません。 
 (６) その他 

  詳細は、入札説明書によります。また、本入札に係る一切の費用は、すべて入札参加者の負担とし
ます。 

第５ 問い合わせ先 天理市上下水道局 経営課 企画係 電話 0743-63-1001(内線811) 
別表 

技 術 評 価 基 準 

 評価内容 技術点 

小 合評価項目 
 判断基準 

計 計

技術者資格等 下水道部門における有資格の状況 ３  
管理 

技術者 業務執行技術力(業
務経験・業務実績)

平成18年４月1日から公告日までに履行完
了した同種業務の業務実績 

４  

技術者資格等 下水道部門における有資格の状況 ３  
担当 

技術者
業務執行技術力(業
務経験・業務実績)

平成18年４月1日から公告日までに履行完
了した同種業務の業務実績 

４ 20

技術者資格等 下水道部門における有資格の状況 ３  

配置予定技術 
 
者の技術力 

照査 
技術者

業務執行技術力(業
務 経験・業務実
績) 

平成18年４月1日から公告日までに履行完
了した同種業務の業務実績 

３  

実施方針の妥当性
と的確性 

業務の実施方針について、目的、内容の理
解度について、評価を行う。 

６

業務方針等 
業務 

理解度 業務フローの妥当
性と的確性 

実施手順を示す業務フロー等の妥当性と的
確性について、評価を行う。 

６

12

優先度評価の検討手法について、評価を行
う。 

６①｢基本構想策定業務｣にお
ける管路点検・調査計画
(案)の策定について 

調査ブロック及び調査頻度の設定方法につ
いて、評価を行う。 

６

健全率予測式の設定方法について、評価を
行う。 

６

 
 
評価テーマに
関する技術提
案 

②｢基本構想策定業務｣にお
ける投資計画(案)の策定に
ついて 管理目標値の設定方法について、評価を行

う。 
６

24

合  計 56

 
（平成23年11月25日掲示済） 

天理市上下水道局管理規程第11号 
 天理市水道水源保護条例施行規程（平成14年６月天理市水道局管理規程第６号）の一部を次のように改
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正する。 
  平成23年11月25日 

天理市上下水道事業管理者  
中 谷  博  

別表環境基準の項中 
「 

 を 
」 

「 
に改める。 

」 
   附 則 
 この規程は、平成23年11月25日から施行する。 

 
（平成23年11月30日掲示済） 

天理市上下水道局管理規程第12号 
 天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与及び旅費に関する規程（昭和42年４月天理市水道ガス部管
理規程第６号）の一部を次のように改正する。 
   平成23年11月30日 

天理市上下水道事業管理者  
中 谷  博  

 別表を次のように改める。 
別表 

企業職給料表 

 
職務
の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 職 員

の 区
分 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 円 円 円 円 円 円 円 円 

１ 135,600 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600 366,200 413,000 

２ 136,700 187,600 224,800 264,000 291,500 322,900 368,800 415,500 

３ 137,900 189,400 226,700 266,000 293,800 325,200 371,400 418,000 

４ 139,000 191,200 228,500 268,100 296,100 327,500 374,000 420,500 

５ 140,100 192,800 230,200 270,200 298,200 329,800 376,300 422,400 

６ 141,200 194,600 232,100 272,300 300,500 331,900 378,800 424,700 

７ 142,300 196,400 234,000 274,400 302,800 334,100 381,300 426,900 

８ 143,400 198,200 235,800 276,500 305,100 336,300 383,800 429,100 

９ 144,500 200,000 237,500 278,600 307,300 338,600 386,400 431,200 

10 145,900 201,800 239,400 280,700 309,600 340,800 389,100 433,300 

11 147,200 203,600 241,200 282,800 311,900 343,000 391,800 435,400 

12 148,500 205,400 243,100 284,900 314,200 345,200 394,500 437,600 

13 149,800 207,000 244,900 287,000 316,400 347,200 397,100 439,500 

14 151,300 208,900 246,800 289,100 318,600 349,300 399,400 441,400 

15 152,800 210,800 248,600 291,200 320,800 351,400 401,700 443,400 

16 154,400 212,700 250,400 293,300 323,000 353,500 404,100 445,400 

17 155,700 214,600 252,200 295,400 325,200 355,500 406,000 447,300 

18 157,200 216,500 254,200 297,500 327,300 357,500 408,000 449,100 

19 158,700 218,400 256,200 299,600 329,400 359,500 409,900 450,900 

カドミウム １ﾘｯﾄﾙにつき0.01ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

カドミウム １ﾘｯﾄﾙにつき0.003ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 
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20 160,200 220,300 258,200 301,700 331,400 361,400 411,800 452,700 

21 161,600 222,000 260,100 303,800 333,500 363,500 413,700 454,500 

22 164,300 223,900 262,000 305,900 335,600 365,400 415,500 456,000 

23 166,900 225,800 263,900 308,000 337,700 367,400 417,400 457,500 

24 169,500 227,700 265,700 310,100 339,800 369,400 419,400 459,000 

25 172,200 229,300 267,700 312,100 341,500 371,500 421,300 460,500 

26 173,900 231,100 269,600 314,200 343,500 373,500 422,800 461,900 

27 175,600 232,800 271,500 316,300 345,500 375,500 424,400 463,300 

28 177,300 234,600 273,400 318,400 347,500 377,500 426,000 464,600 

29 178,800 236,100 275,300 320,400 349,400 379,100 427,600 465,600 

30 180,600 237,600 277,200 322,500 351,300 380,900 428,900 466,400 

31 182,400 239,100 279,100 324,600 353,200 382,700 430,200 467,200 

32 184,200 240,600 281,000 326,700 355,100 384,400 431,500 468,000 

33 185,800 242,100 282,700 328,400 357,000 386,200 432,700 468,700 

34 187,300 243,600 284,600 330,400 358,800 387,600 434,000 469,500 

35 188,800 245,100 286,500 332,500 360,600 389,200 435,300 470,300 

36 190,300 246,700 288,400 334,600 362,300 390,800 436,500 471,100 

37 191,600 248,000 290,100 336,500 363,800 392,400 437,800 471,900 

38 192,900 249,600 291,900 338,500 365,100 393,600 438,700 472,700 

39 194,200 251,200 293,700 340,500 366,500 394,800 439,600 473,500 

40 195,500 252,800 295,500 342,500 367,900 396,000 440,500 474,300 

41 196,900 254,200 297,400 344,400 369,400 397,100 441,100 475,100 

42 198,200 255,600 299,100 346,300 370,300 398,300 441,900 475,800 

43 199,500 257,000 300,800 348,200 371,400 399,500 442,600 476,600 

44 200,800 258,400 302,500 350,100 372,500 400,700 443,400 477,400 

45 202,000 259,700 304,200 351,600 373,400 401,400 444,200 478,200 

46 203,300 261,100 305,900 353,100 374,300 402,100 445,000  

47 204,600 262,500 307,600 354,600 375,200 402,800 445,800  

48 205,900 263,900 309,300 356,100 376,100 403,500 446,600  

49 207,100 265,200 310,600 357,800 377,100 404,200 447,200  

50 208,200 266,400 312,200 358,700 377,900 404,900 448,000  

51 209,300 267,700 313,800 359,900 378,700 405,600 448,800  

52 210,400 269,000 315,400 360,900 379,500 406,300 449,600  

53 211,600 270,100 317,100 361,800 380,200 407,100 450,200  

54 212,600 271,400 318,700 362,900 380,900 407,800 451,000  

55 213,600 272,700 320,300 363,900 381,600 408,500 451,800  

56 214,600 274,000 321,900 365,000 382,300 409,200 452,600  

57 215,400 275,200 323,400 365,900 382,900 409,800 453,200  

58 216,400 276,300 324,600 366,600 383,500 410,500 454,000  

再 任
用 職
員 以
外 の
職員 

59 217,300 277,400 325,800 367,300 384,200 411,200 454,800  
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60 218,300 278,500 327,000 368,000 384,900 411,900 455,600  

61 219,200 279,700 327,800 368,500 385,400 412,500 456,200  

62 220,200 280,700 328,700 369,100 386,100 413,200   

63 221,200 281,700 329,500 369,800 386,800 413,900   

64 222,200 282,700 330,300 370,500 387,500 414,600   

65 223,000 283,500 331,200 370,900 388,000 414,900   

66 224,000 284,400 331,700 371,600 388,700 415,500   

67 225,000 285,300 332,500 372,300 389,400 416,200   

68 226,100 286,200 333,300 373,000 390,100 416,900   

69 226,900 287,200 334,100 373,500 390,500 417,400   

70 227,700 288,000 334,800 374,200 391,200 418,100   

71 228,500 288,800 335,500 374,900 391,900 418,800   

72 229,300 289,600 336,200 375,600 392,600 419,500   

73 230,100 290,400 336,700 376,100 392,900 420,000   

74 230,800 290,900 337,300 376,800 393,600 420,700   

75 231,500 291,400 337,900 377,500 394,300 421,400   

76 232,200 291,900 338,500 378,200 395,000 422,100   

77 233,000 292,000 338,800 378,600 395,400 422,600   

78 233,800 292,400 339,300 379,200 396,100   

79 234,600 292,600 339,800 379,800 396,800   

80 235,400 293,000 340,300 380,400 397,500   

81 236,100 293,200 340,700 380,900 398,000   

82 236,800 293,500 341,200 381,500 398,700   

83 237,500 293,900 341,700 382,100 399,400   

84 238,200 294,200 342,200 382,700 400,100   

85 239,000 294,500 342,700 383,300 400,600   

86 239,700 294,800 343,200 383,900   

87 240,400 295,100 343,700 384,500   

88 241,100 295,500 344,200 385,100   

89 241,900 295,800 344,600 385,800   

90 242,400 296,200 345,100 386,400   

91 242,900 296,600 345,600 387,000   

92 243,400 297,000 346,100 387,600   

93 243,700 297,100 346,300 388,300   

94 297,500 346,800   

95 297,900 347,300   

96 298,300 347,800   

97 298,500 347,900   

98 298,900 348,400   

 

99 299,300 348,900   
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100 299,700 349,400   

101 299,900 349,700   

102 300,300 350,100   

103 300,700 350,500   

104 301,100 350,900   

105 301,300 351,400   

106 301,600 351,800   

107 302,000 352,200   

108 302,400 352,600   

109 302,600 353,100   

110 303,000 353,500   

111 303,400 353,900   

112 303,700 354,200   

113 303,800 354,700   

114 304,200   

115 304,600   

116 305,000   

117 305,200   

118 305,500   

119 305,800   

120 306,100   

121 306,500   

122 306,800   

123 307,100   

124 307,400   

 

125 307,800   

再 任
用 職
員 

 185,800 213,400 257,600 277,800 293,200 319,100 361,600 395,400 

   附 則 

 この規程は、平成23年12月１日から施行する。 
 

（平成23年11月30日掲示済） 
天理市上下水道局管理規程第13号 
 天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与及び旅費に関する規程の一部を改正する規程（平成18年３
月天理市水道局管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

平成23年11月30日 
天理市上下水道事業管理者  

中 谷  博  
 附則第５項第１号中「100分の99.59」を「100分の99.1」に改め、同項第２号中「100分の99.83」
を「100分の99.34」に改める。 
   附 則 

（施行期日） 
１ この規程は、平成23年12月１日から施行する。 
 （平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置） 
２ 平成23年12月に支給する期末手当の額は、天理市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す
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る条例（平成23年11月天理市条例第50号）第１条の規定による改正後の天理市一般職の職員の給与に関
する条例第20条第２項（同条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む｡)及び第４項から第６
項まで、第24条第１項から第３項まで若しくは第６項又は天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与
及び旅費に関する規程（以下第１号において「給与規程」という｡)附則第５項の規定にかかわらず、こ
れらの規定により算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という｡)から次に掲げる額
の合計額（以下この項において「調整額」という｡)に相当する額を減じた額とする。この場合において、
調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 

 (１) 平成23年４月１日（同月２日から同年12月１日までの間に職員以外のもの又は職員であって適用
される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲
げるものであるもの（給与規程附則第５項の規定の適用を受けず、かつ、天理市上下水道局に勤務す
る企業職員の給与及び旅費に関する規程の一部を改正する規程（平成18年３月水道局管理規程第１
号）附則第５項の規定の適用を受けない職員に限る｡)以外の職員（以下この号及び次号において「減
額改定対象職員」という｡)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日）において減額
改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の合計額に100分の0.37を乗じ
て得た額に、同月からこの規程の施行の日（以下「施行日」という｡)の属する月の前月までの月数
（同年４月１日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかっ
た期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を
減じた月数）を乗じて得た額 

給料表 職務の級 号給 

１級 １号給から93号給まで 

２級 １号給から76号給まで 

３級 １号給から60号給まで 

４級 １号給から44号給まで 

５級 １号給から36号給まで 

６級 １号給から28号給まで 

７級 １号給から16号給まで 

企業職給料表 

８級 １号給から４号給まで 

(２) 平成23年６月１日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手
当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額 

 （その他） 
３ 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

 

 

 

 


